
随意契約理由書

本庁舎１号館１４階AV１会議室映像設備改修工事

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　神戸支店

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　　　　建築住宅局設備課　　　　　　　　　　　（電話番号　　078-595-6600　　）

件 名

根 拠 基 準

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

　本工事は既設メーカー（日本電気株式会社）の独自技術に基づき設計施工されたAV1会議室映像設備の改修工事で
ある。
　AV1会議室は、重要な政策が議論される会議に使用されており、出席者全員が画像・映像を共有するためのプロジェ
クタや発言者の声を拡声する卓上マイクや映像モニターが設置されている等、議論を円滑に行うためのシステムが構築
されている。
　本工事の仕様書に基づく改修は、既存設備の老朽化に伴う部分改修であり、改修後もシステム全体の機能を維持し、
改修後の総合試験調整を行うことができるのは、当該設備を熟知している日本電気株式会社のみである。
　しかし、NECネッツエスアイ株式会社神戸支店は令和２年に本設備の一切について、日本電気株式会社から事業継
承されているため、NECネッツエスアイ株式会社神戸支店と特命随意契約を行う。


